
平成 29年 4月 28日 

各 位 

 甲府信用金庫 

 

「大規模災害発生時における相互支援協定」の締結について 

 

 甲府信用金庫（理事長 坂本 力）は、山梨県内に本店を構える４つの金融機関（以下

「参加金融機関」という。）と「大規模災害発生時における相互支援協定」を締結しました

ので、お知らせします。 

 本協定では東海地震などの大規模災害発生時において、お客様の利便性を維持するため

被災地域における参加金融機関の金融機能の維持または早期復旧を図ることを目的として

います。 

 

１．協定締結日 

  平成２９年４月２８日（金） 

 

２．協定に参加する金融機関 

 山梨中央銀行 

 山梨信用金庫 

 都留信用組合 

 山梨県民信用組合 

 甲府信用金庫 

 

３．相互支援の内容 

 （１）参加金融機関間における支援物資の提供 

 （２）役職員が業務中に被災した場合の相互支援 

 （３）仮設店舗の共同運営 

 （４）メール便の共同運航 

 （５）その他必要な支援 

以 上 

 

 

 

【本件に関するお問い合せ先】 

リスク管理部 リスク管理課 

担当（日原・荻原） 

Tel 055-222-0665 


